
　健康増進法の主旨により、受動喫煙を防止する
ため、敷地内全域において2011年3月1日より
禁煙を実施しております。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。

　病院敷地内の禁煙とともに、病院周辺での禁煙
にもご協力を頂きますようお願いいたします。
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